
 

 

 

第３次岩手県がん対策推進計画及び岩手県保健医療計画の中間見直しについて 

 

１ 計画中間見直しの概要 

  現在、岩手県のがんに関する計画として以下の２つの計画があり、双方とも平成 30年

～令和５年の６年計画となっている。 

 (1) 岩手県保健医療計画(2018-2023) ※以下「医療計画」 

  ⇒ 医療法に基づく計画（５疾病の１つに「がん」の医療体制が定められている） 

    ※本県では、がん計画を要約する形で作成 

 (2) 第３次岩手県がん対策推進計画  ※以下「がん計画」 

  ⇒ がん対策基本法に基づく計画 

 

  現行の医療計画は、介護など他計画との整合性を確保するため、３年ごとの中間見直

しが義務づけられており、今年度が見直しの年となっている。 

併せて、がん計画についても、現状に即した形で中間見直しを行うもの。 

 

２ 見直しの方向性 

  今後、両計画の主に下記の事項について、委員の御意見を踏まえつつ、必要な見直し

を行うこととしたい（素案は、11月の第 27回協議会でお示しする予定）。 

 (1) 指標について 

   「医療計画について」（令和２年４月 13日付け厚生労働省医政局長通知）において、

がんの医療体制の記載については、「第７次医療計画の中間見直し後も現在と同様の指

標を継続して使用することとし、第８次医療計画に向けて、第４期がん対策推進基本

計画の策定と並行して指標等の見直しを検討する」とされている。 

このことから、両計画とも指標については現行のものを継続することとし、新たに

作成する指標については、今後の国の検討経過を参考に、次期計画に向けて検討を行

うこととしたい。 

 (2) 指標以外の記載について 

   現計画策定後の新たな取組や、国の制度改正等を踏まえ、下記の事項について追記

やアップデートを行うこととしたい。 

  ① がんの予防 

   ・ 改正健康増進法の令和２年４月からの全面施行に伴う受動喫煙防止対策の徹底 

  ② がん医療の充実 

   ・ がん診療連携拠点病院等に係る国の指針改正後の動き（拠点病院の配置や病院

間の役割分担の検討、がんゲノム医療連携病院等の指定等）を踏まえたアップデ

ート 

   ・ 小児がんについて、小児がん連携病院の指定や、東北ブロック協議会による連

携の動き等を踏まえたアップデート 
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   ・ 骨髄移植の促進に向けて市町村が実施するドナー助成への補助制度の創設 

  ③ がんとの共生 

   ・ 患者支援について、医療用ウィッグの購入費補助を実施する市町村への補助制

度の創設（資料 4-1 P10参照）など、新規事業に関する追記 

  ④ がん対策の取組を支える基盤づくり 

   ・ がん教育について、新学習指導要領に対応した新たな取組を踏まえたアップデ

ート 

  ⑤ その他 

    各種統計データについて、最新情報へのアップデート 

 

３ 今後のスケジュール（案） 

  R2.11月：第 27回協議会（見直しの素案について議論）  ⇒パブリックコメント 

  R3. 2月：第 28回協議会（見直しの最終案について議論） ⇒２月議会で報告 

  R3. 3月：計画の見直し、公表 

   ※今後の新型コロナウイルス感染症の状況による変動の可能性あり 


